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６
月
21
日
、
前
橋
市
・
ホ
テ
ル
１

－

２

－

３
前
橋
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
に
お
い
て
、

消
費
税
軽
減
税
率
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
た
。

　

中
小
企
業
診
断
士
の
富
田
良
治
氏

が
、
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
の
概
要
と

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入
の
ポ
イ
ン

ト
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
目
線
に
立
っ

て
解
説
し
た
。

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
の
概
要

　

軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
や

請
求
書
の
様
式
変
更
、
軽
減
税
率
対
策

補
助
金
等
に
つ
い
て
説
明
。
事
業
者
が

対
応
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
以
下
の
点

を
指
摘
し
た
。

◯ 

軽
減
税
率
制
度
の
対
象
品
目
を
扱
っ

て
い
る
か
の
把
握
。

◯ 

価
格
表
示
・
メ
ニ
ュ
ー
・
Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ

ジ
の
設
定
等
の
変
更
。

◯ 

仕
入
れ
る
商
品
の
税
率
・
価
格
確

認
。

◯ 

Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ
や
受
発
注
・
請
求
書
管

理
シ
ス
テ
ム
の
入
替
え
の
検
討
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入
の
ポ
イ
ン
ト

　

ま
ず
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入

に
つ
い
て
、
レ
ジ
締
め
と
決
済
時
の
効

率
化
や
支
払
い
ミ
ス
の
減
少
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
と
、
設
備
導
入
費
用
や
手
数
料

の
負
担
、
振
込
サ
イ
ト(

売
上
を
現
金

化
で
き
な
い
期
間)

が
あ
る
と
い
う
デ

メ
リ
ッ
ト
を
説
明
。

　

次
に
、
数
種
類
あ
る
決
済
方
法
の
う

ち
、
以
下
の
２
つ
に
つ
い
て
解
説
を

行
っ
た
。

◉
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済

    

（
Ａ
ｉ
ｒ
ペ
イ
、
楽
天
Ｐ
ａ
ｙ
等
）

振
込
サ
イ
ト
や
振
込
手
数
料
、
そ

の
他
の
決
済
手
段
へ
の
対
応
度
な

ど
が
導
入
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
。

◉
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済

　
（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、Ｌ
ⅰ
ｎ
ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
等
）

専
用
端
末
が
不
要
で
比
較
的
導
入

し
や
す
い
の
が
特
徴
。
導
入
す
る

際
に
は
、
決
済
手
段
へ
の
対
応
度

や
利
用
者
数
、
振
込
サ
イ
ト
等
を

比
較
し
て
検
討
す
る
と
よ
い
。
な

お
、Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
規
格
統
一
に
は
、

ま
だ
時
間
が
か
か
る
と
予
想
さ
れ

る
。

　

最
後
に
富
田
氏
は
、「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
導
入
の
第
一
歩
と
し
て
、
ま
ず

は
消
費
者
と
し
て
各
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
・
体
験
し
て
み
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
た
い
」
と
参
加
者
に
呼
び
か
け
た
。

消費税軽減税率
　　対策セミナー

～消費税軽減税率制度の最新動向と  
キャッシュレス決済導入のポイントについて～

講師の富田良治氏


